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▼
ス
ポ
ー
ツ

▼
相
談

秋
の
ノ
ル
デ
ィ
ッ
ク

ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
参
加
者
募
集

文
化
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課
ス
ポ
ー
ツ

振
興
係（
内
線
３６４
）

問
期
日　
９
月
２７
日
㈫
、
１０
月
４
日
㈫
、
１１

日
㈫
、
１８
日
㈫
、
２５
日
㈫
（
全
５
回
）

時
間　
午
後
７
時
～
８
時
１５
分

会
場　
市
民
体
育
館
周
辺

対
象
者　
小
学
生
以
上
（
小
学
生
以
下
は

保
護
者
同
伴
）

定
員　
３０
人

参
加
料　
５
０
０
円

申
込
締
切　
９
月
２３
日
㈮

持
ち
物
な
ど　
運
動
で
き
る
服
装
、タ
オ

ル
、飲
み
物(

ポ
ー
ル
貸
し
出
し
無
料)

※
申
込
方
法
な
ど
、
詳
し
く
は
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

申

文
化
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課
ス
ポ
ー
ツ

振
興
係
（
内
線
３６４
）

市
民
ソ
フ
ト
バ
レ
ー
ボ
ー
ル

大
会
参
加
者
募
集

問
期
日　
１０
月
２３
日
㈰

時
間　
開
会
式
…
午
前
９
時

会
場　
市
民
体
育
館

競
技
部
門

①
一
般
女
子
（
中
学
生
以
上
）

②
男
女
混
合

③
フ
レ
ン
ド
シ
ッ
プ

チ
ー
ム
編
成
条
件
な
ど

①
市
内
に
在
住
、
在
勤
ま
た
は
在
学
す
る

者
で
構
成

②
チ
ー
ム
名
は
１０
文
字
以
内

申

③
選
手
、
交
代
要
員
を
含
め
８
人
以
内

④
１
人
で
２
チ
ー
ム
以
上
へ
の
参
加
不
可

⑤
男
女
混
合
は
、
女
性
２
人
以
上
が
常
に

プ
レ
ー

⑥
フ
レ
ン
ド
シ
ッ
プ
は
、
小
学
生
以
下

(

性
別
問
わ
ず)

２
人
以
上
（
小
学

生
４
人
で
も
可
）
、
中
学
生
以
上
２

人
以
内
（
男
性
は
１
人
以
内
）
が
常

に
プ
レ
ー

参
加
料　
無
料

申
込
締
切　
１０
月
１２
日
㈬　
午
後
５
時

※
申
込
用
紙
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
る
ほ
か
、
文
化
ス

ポ
ー
ツ
振
興
課
、
市
民
体
育
館
、
Ｂ

＆
Ｇ
海
洋
セ
ン
タ
ー
か
ら
お
持
ち
く

だ
さ
い
。

　
不
動
産
の
登
記
、
年
金
、
道
路
や
農
地

な
ど
行
政
の
仕
事
に
つ
い
て
の
相
談
、
弁

護
士
や
税
理
士
な
ど
専
門
家
へ
の
相
談
を

受
け
付
け
る
「
長
野
一
日
合
同
行
政
相
談

所
」
を
開
設
し
ま
す
。

　
相
談
は
無
料
で
、
秘
密
は
固
く
守
ら
れ

ま
す
。
事
前
の
予
約
は
不
要
で
す
。
お
気

軽
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
混
雑
状
況
に
よ
り
、
受
け
付
け

を
事
前
に
締
め
切
ら
せ
て
い
た
だ
く
場
合

が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

期
日　
９
月
２８
日
㈬

時
間　
午
前
１０
時
～
午
後
３
時

　
　
（
受
付
は
午
後
２
時
３０
分
ま
で
）

会
場　
ト
イ
ー
ゴ
ウ
エ
ス
ト
４
階
大
学
習

室
（
長
野
市
）

参
加
予
定
機
関　
長
野
地
方
法
務
局
、
長

野
県
長
野
地
方
事
務
所
、
長
野
県
長
野
建

設
事
務
所
、
長
野
市
役
所
、
長
野
南
年
金

事
務
所
、
弁
護
士
、
司
法
書
士
、
行
政
書

士
、
土
地
家
屋
調
査
士
、
長
野
行
政
評
価

事
務
所
な
ど

※
市
で
は
、
毎
月
１
回
、
「
行
政
相
談

所
」
を
開
設
し
て
い
ま
す
。
会
場

は
、
市
民
会
館
お
よ
び
豊
田
支
所
で

す
。
日
時
な
ど
詳
し
く
は
、
広
報
な

か
の
「
暮
ら
し
の
情
報
掲
示
板
」の「
各

種
相
談
日
程
」を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

長
野
一
日
合
同
行
政
相
談
所

長
野
行
政
評
価
事
務
所

☎
０
２
６（
２
３
５
）５
５
６
６

問

　
多
重
債
務
や
失
業
・
倒
産
、
家
庭
問
題

な
ど
で
お
困
り
の
方
、
ひ
と
り
で
悩
ま
ず
、

専
門
家
に
相
談
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

期
日　
９
月
１５
日
㈭
、
２９
日
㈭

時
間　
午
後
２
時
～
４
時

会
場　
北
信
保
健
福
祉
事
務
所
（
飯
山
庁

舎
）

対
応
者　
弁
護
士
・
保
健
師

※
相
談
希
望
前
週
の
金
曜
日
正
午
ま
で
に

お
申
し
込
み
が
必
要
で
、
相
談
は
無

料
で
す
。

く
ら
し
と
健
康
の
相
談
会

　

北
信
保
健
福
祉
事
務
所

　

☎
０
２
６
９（
６
２
）６
１
０
４

申
問

グ
ラ
ウ
ン
ド
・
ゴ
ル
フ
用
具

の
貸
し
出
し

中
野
市
体
育
協
会

☎
�
３
５
７
２

問
　
子
ど
も
か
ら
シ
ニ
ア
ま
で
手
軽
に
楽

し
め
る
グ
ラ
ウ
ン
ド
・ゴ
ル
フ
を
体
験
し

て
み
ま
せ
ん
か
。市
体
育
協
会
で
は
無
料

で
用
具
の
貸
し
出
し
を
行
っ
て
い
ま
す
。

地
域
の
行
事
や
仲
間
と
の
秋
の
レ
ク
リ

エ
ー
シ
ョ
ン
に
ぜ
ひ
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

申

期
日　
９
月
１１
日
㈰

時
間　
試
合
開
始
…
午
後
１
時

会
場　
市
営
野
球
場

対
戦　
福
井
ミ
ラ
ク
ル
エ
レ
フ
ァ
ン
ツ

※
入
場
料
金
な
ど
詳
し
く
は
、
球
団
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
（
左
記
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
）
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

Ｂ
Ｃ
リ
ー
グ
信
濃
グ
ラ
ン

セ
ロ
ー
ズ
ホ
ー
ム
ゲ
ー
ム
戦

　

㈱
長
野
県
民
球
団

　

☎
０
２
６
（
２
２
４
）
２
０
３
６

問

▲ ＱＲコード



暮 ら し の 情 報 掲 示 板

33 ２０１６．９広報なかの

各種相談日程　 期日・時間・会場 問い合わせ先

子ども相談 期日　毎週月～金曜日 時間　午前８時３０分～午後５時１５分
会場　市役所子ども相談室 子ども相談室（内線２７８）

子育てママ就労相談 期日　９月２３日㈮ 時間　午前１０時～正午 会場　中央子育て支援センター
※子育て支援センターを利用できる児童の母が対象となります。

中央子育て支援センター
☎（22）2259

定期健康相談 ①期日　毎週水曜日 時間　午前１０時～１１時３０分　会場　中野保健センター
②期日　毎月第１木曜日 時間　午前１０時～１１時３０分　会場　豊田保健センター

健康づくり課健康管理係
（内線２4２）

高齢者の方のための総合相談 期日　毎週月～金曜日 時間　午前８時３０分～午後５時１５分
会場　中野保健センター

高齢者支援課介護予防
包括支援係（内線３66）

行政相談 期日　９月１２日㈪、１０月１１日㈫ 時間・会場　①午前９時～１１時　豊田支所相談室
②午後２時～４時　市民会館44号会議室

庶務課庶務文書係
（内線２１１）

消費生活相談 期日　毎週月～金曜日 時間　午前８時３０分～午後５時１５分
会場　市役所市民課生活交通安全係

市民課生活交通安全係
（内線２３８）

女性相談　面接は予約制 期日　毎週月～金曜日(祝日を除く) 時間　午前８時３０分～午後５時１５分
会場　中野人権センター

人権・男女共同参画課
☎（23）4810(専用電話)

生活就労支援相談 期日　毎週月～金曜日(祝日を除く) 時間　午前８時３０分～午後５時１５分
会場　市役所福祉課厚生保護係

福祉課厚生保護係
（内線２７6）

身体障がい者相談所 予約制 期日　毎月第１・３水曜日 時間　午後２時～４時
会場　福祉ふれあいセンター

中野市社会福祉協議会
☎（26）3111

福祉相談・ボランティア相談、
結婚相談　予約制

期日　毎週月～金曜日 時間　午前９時～午後５時
会場　福祉ふれあいセンター

中野市社会福祉協議会
☎（26）3111

心配ごと相談 期日　毎週月～金曜日 時間　午後１時３０分～４時３０分
会場　福祉ふれあいセンター

中野市社会福祉協議会
☎（26）3111

法律相談　予約制 期日　毎月第１・３月曜日(月曜休日の場合は翌火曜日)
時間　午後１時３０分～３時３０分 会場　福祉ふれあいセンター

中野市社会福祉協議会
☎（26）3111

職業相談 期日　毎週月～金曜日 時間　午前８時３０分～午後５時
会場　中野市地域職業相談室(南宮庁舎)

中野市地域職業相談室
☎（23）4710

交通事故巡回相談 期日　９月１５日㈭ 時間　午前１０時～午後３時 (隔月第３木曜日開催)
会場　北信合同庁舎

北信地方事務所
☎（22）3111

権利擁護相談 成年後見制度含む 期日　毎週月～金曜日 時間　午前８時３０分～午後５時１５分
会場　北信建設事務所 中野庁舎３階

北信圏域権利擁護センター
☎（26）2266

年金 保険料納付の免除期間・納付
猶予期間がある方へ

 長野北年金事務所　☎026(244)4100　

　市民課国民年金係（内線237）

一般的な相談は「ねんきんダイヤル」　☎0570(05)1165
平日午前8時30分～午後5時15分

 保険料の免除(全額免除・一部免除・法定免除)
や納付猶予、学生納付特例の承認を受けた期間があ
る場合、保険料を全額納めた方と比べ、老齢基礎年
金(6５歳から受け取れる年金)の受け取り額が少な
くなります。
 将来受け取る老齢基礎年金を増額するために、免
除などの承認を受けた期間の保険料は、10年以内で
あればさかのぼって古い期間から納める(追納する)
ことができます。
 ただし、免除などを受けた期間の翌年度から数え
て３年度目以降の場合、当時の保険料額に経過期間
に応じた加算額が上乗せになります。
 詳しくはお問い合わせください。

問

職
場
の
ト
ラ
ブ
ル
解
決
に

あ
っ
せ
ん
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

長
野
県
労
働
委
員
会
事
務
局

☎
０
２
６
（
２
３
５
）
７
４
６
８

問
　
長
野
県
労
働
委
員
会
は
、
労
働
者
個

人
と
事
業
主
の
間
の
ト
ラ
ブ
ル
を
解
決
す

る
た
め
「
あ
っ
せ
ん
」
を
行
っ
て
い
ま

す
。

　
「
あ
っ
せ
ん
」
と
は
、
公
益
委
員
、
労

働
者
委
員
、
使
用
者
委
員
、
事
務
局
職
員

の
４
者
で
構
成
す
る
あ
っ
せ
ん
員
が
、
労

使
双
方
の
主
張
を
確
か
め
、
場
合
に
よ
っ

て
は
あ
っ
せ
ん
案
を
示
し
な
が
ら
労
使
双

方
に
働
き
か
け
、
ト
ラ
ブ
ル
の
自
主
解
決

を
援
助
す
る
制
度
で
す
。

　

労
使
間
の
ト
ラ
ブ
ル
が
生
じ
た
場
合

は
、
労
政
事
務
所
ま
で
ご
相
談
く
だ
さ

い
。
手
続
き
は
簡
単
で
無
料
で
す
。
ま

た
、
相
談
・
あ
っ
せ
ん
の
秘
密
は
守
ら
れ

ま
す
。

●
ト
ラ
ブ
ル
の
例

・ 

会
社
か
ら
納
得
で
き
な
い
理
由
で
突
然

解
雇
さ
れ
た

・ 

パ
ー
ト
で
働
い
て
い
る
が
、何
の
説
明
も

な
く
時
給
を
下
げ
ら
れ
た

・ 

職
場
の
パ
ワ
ハ
ラ
で
退
職
に
追
い
込
ま

れ
た

・ 

配
転
命
令
を
出
し
た
が
従
業
員
に
納

得
し
て
も
ら
え
な
い

申
請
先　
北
信
労
政
事
務
所
（
長
野
合
同

庁
舎
）
☎
０
２
６
（
２
３
４
）
９
５
３
２


